
○川越市要介護高齢者手当支給条例施行規則  

平成十二年三月三十一日  

規則第三十七号  

(趣旨 ) 

第一条  この規則は、川越市要介護高齢者手当支給条例 (平成十二年

条例第二十一号。以下「条例」という。 )の施行に関し、必要な事項

を定めるものとする。  

 

(要介護高齢者手当を支給しない施設等 ) 

第二条  条例第二条第二号に規定する規則で定める施設は、次に掲

げる施設とする。  

一  医療法 (昭和二十三年法律第二百五号 )第一条の五第一項に規定

する病院又は同条第二項に規定する診療所であって、法令の規定に

基づく命令 (命令に準ずる措置を含む。 )により入院し、又は入所し

た者について治療を行うもの  

二  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号 )第三十八条第二項

に規定する救護施設  

三  老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号 )第二十条の四に規

定する養護老人ホーム及び同法第二十条の六に規定する軽費老人ホ

ーム  

四  らい予防法の廃止に関する法律 (平成八年法律第二十八号 )第二

条に規定する国立ハンセン病療養所  

五  介護保険法 (平成九年法律第百二十三号 )第八条第二十二項に規

定する介護保険施設  

六  障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号 )第五条第十二

項に規定する障害者支援施設及び同法附則第四十一条第一項又は第

五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営することがで

きることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者

更生援護施設又は同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者

援護施設 (同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福

祉法 (昭和三十五年法律第三十七号 )第二十一条の八に規定する知的

障害者通勤寮を除く。 ) 

(平一八規則四二・平一八規則七七・一部改正 ) 

2 条例第二条第三号に規定する規則で定める介護保険法の規定に

よる居宅サービス又は地域密着型サービスは、次に掲げるものとす

る。  

一  介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護

（前項第三号に掲げる施設において給付されるサービスを除く。）  
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二  介護保険法第八条第十八項に規定する認知症対応型共同生活介

護  

三  介護保険法第八条第十九項に規定する地域密着型特定施設入居

者生活介護  

四  介護保険法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉

施設入居者生活介護  

 

(受給資格の認定 ) 

第三条  条例第四条の認定を受けようとする者は、川越市要介護高

齢者手当受給資格認定申請書 (様式第一号 )を市長に提出しなければ

ならない。  

2 条例第四条第二項に規定する通知は、川越市要介護高齢者手当受

給資格認定通知書 (様式第二号 )又は川越市要介護高齢者手当受給資

格却下通知書 (様式第三号 )により行うものとする。  

 

(受給資格の消滅の通知 ) 

第四条  市長は、条例第四条第一項の規定により認定を受けた者（以

下「受給者」という。）の受給資格が消滅したときは、川越市要介

護高齢者手当受給資格消滅通知書 (様式第四号 )により、速やかに当

該受給者であった者に通知するものとする。ただし、受給者が死亡

したときは、この限りでない。  

 

(遺族への支給 ) 

第五条  市長は、受給者が死亡した場合において、その受給者に支

給すべき要介護高齢者手当（以下この条及び次条において「手当」

という。）でまだその受給者に支給していなかったものがあるとき

は、遺族のうちの一人を手当の受領についての代表者と定め、その

者に手当を支給するものとする。  

2 前項の規定により手当を受給しようとする者は、遺族代表者届出

書（様式第五号）を市長に提出するものとする。  

 

 (手当の返還 ) 

第六条  市長は、手当の返還を請求するときは、川越市要介護高齢

者手当返還請求書 (様式第六号 )により請求するものとする。  

 

(現況届 ) 
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第七条  受給者は、川越市要介護高齢者手当受給者現況届 (様式第七

号 )を毎年六月一日から同月三十日までの間に市長に提出しなけれ

ばならない。  

 

(届出 ) 

第八条  条例第十一条の規定による届出は、川越市要介護高齢者手

当受給者変更届 (様式第八号 )により行わなければならない。  

 

(その他 ) 

第九条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。  

 

附  則  

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。  

2 川越市ねたきり老人等手当支給条例施行規則 (平成六年規則第十

六号 )は、廃止する。  

附  則 (平成一八年三月三一日規則第四二号 ) 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。  

 

附  則 (平成一八年九月二九日規則第七七号 ) 

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。  

 

附  則 (平成二三年二月一七日規則第三号 ) 

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。  
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